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第 1章 経営戦略策定方針 

1-1．経営戦略策定の趣旨 

下水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少や節水型社会の浸透による使用料収入の減

少、施設の老朽化に伴う更新費用の増加等により厳しさが増すことが予想されます。 

このような中、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むために、総務省か

ら「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26（2014）年 8 月 29 日付 総

務省自治財政局公営企業課長等通知）、 「 「経営略」」の策定推進について」（平成 28 （2016）

年１月 26日付 総務省自治財政局公営企業課長等通知）及び 「 「経営略」」の策定・改定の

更なる推進について」（平成 31（2019）年 3 月 29 日付 総務省自治財政局公営企業課長等

通知）が発出され、公営企業の経営略」の策定に取り組むことが求められました。 

さらに、「「経営略」」の改定推進について」（令和 4 （2022）年 1月 25 日付総務省自治財

政局公営企業課長等通知）では、質を向上させるための取り組みとして、人口減少や物価

上昇等を反映した経営略」の見直しを令和 7（2025）年までに実施することが要請されて

います。 

本市においては、令和 4 （2022）年 3月に「旭市農業集落排水事業経営略」」を策定し、

本年で 3 年が経過しました。今回、これまでの取り組みを評価するとともに、見直しを行

った「旭市汚水適正処理構想」や「旭市農業集落排水処理施設最適整備構想」に基づく投

資計画を反映し、様々な社会情勢の変化に伴う財政計画の見直し等も踏まえた実効性のあ

る計画とするため、本計画を見直しました。 

 

図表 1-1 経営戦略策定に関する国の動き 

（総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知より） 

 

  

通知名 概要

平成26(2014)年8月29日付
総財公第107号

総財営第73号

総財準第83号

公営企業の経営に当たっての留意
事項について

公営企業に対し経営戦略の策定の要請

平成28(2016)年1月26日付
総財公第10号

総財営第2号

総財準第4号

「経営戦略」の策定推進について 令和2(2020)年度までに策定率を100%とする

平成31(2019)年3月29日付
総財公第45号

総財営第34号

総財準第52号

「経営戦略」の策定・改定の更な
る推進について

「経営戦略策定・改定ガイドライン」
「経営戦略策定・改定マニュアル」の公表

令和4(2022)年1月25日付
総財公第6号

総財営第1号

総財準第2号
「経営戦略」の改定推進について 令和7(2025)年度までに見直し率を100%とする

（総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知）

通知
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1-2．経営戦略のイメージ 

① 投資試算の検討 

下水道施設・設備の合理的な投資の見通しであり、計画期間において必要な投資額を試算

します。 

② 財源試算の検討 

投資試算を踏まえて、必要な財源（料金、企業債、内部留保資金、一般会計繰入金等）に

ついての適切な水準・構成を検討します。 

③ 効率化・経営健全化の取り組み 

投資と財源が収支均衡した「投資・財政計画」となるように、投資試算と財源試算の検討

を行います。収支を均衡させるために、料金水準の大幅な引き上げや、将来世代への負担を

負わせるような起債や投資の先送りがないよう、安定的に事業を継続していくための収支

ギャップの解消に向け、効率化・経営健全化の取り組みに関して検討を行います。 

 

図表 1-2 経営戦略のイメージ 
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1-3．経営戦略の位置づけ 

本経営略」は、最上位計画の「旭市総合略」」をはじめ、下水道事業で策定した「旭市汚

水適正処理構想」、「旭市農業集落排水処理施設最適整備構想」等内容を反映し、財政的な裏

付けのもと実現可能な計画として結びつけながら、将来にわたり安定的に事業を継続してい

くための収支均衡を図る中長期的な経営の基本計画となります。 

 

図表 1-3 計画の位置づけ 

 

 

1-4．計画期間 

  経営略」の計画期間は、令和 7（2025）年度から令和 16（2034）年度までの 10 年間としま

す。また、長期目標を設定するために、令和 7 （2025）年度から令和 56 （2074）年度の 50 年間

を試算期間とし、複数の検討パターンによる可能な限り長期間の将来試算を行います。 

     

 
 

 

 

 

  

旭市総合戦略 旭市汚水適正処理構想

旭市農業集落排水処理施設最適整備構想

旭市農業集落排水事業経営戦略

上下水道課策定

●計画期間：令和 7（2025）年度から令和 16（2034）年度 

●試算期間：令和 7（2025）年度から令和 56（2074）年度 
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第 2章 農業集落排水事業の現状と課題 

2-1．農業集落排水事業の現状 

2-1-1 事業の概要 

 本市においては、下水道事業として公共下水道事業、農業集落排水事業の 2 事業を行って

おります（図表 2-1 参照）。 

本市の農業集落排水事業は、平成 10(1998)年度に江ヶ崎地区、平成 13(2001)年度には琴田地

区で農業集落排水処理施設の供用を開始しました。供用開始後は、計画的に面整備の拡大を行

い、整備率は 100％とすべての整備が完了しております。 

計画値及び令和 5（2023）年度末における現状値は、図表 2-2 に示す通りです。 

 

図表 2-1 下水道の種類 

 

図表 2-2 事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

区分 項目 単位 農業集落排水 事業

  平成10年度(江ヶ崎地区)

  平成13年度(琴田地区)

全体計画人口 人 2,440

全体計画面積 ha 48

行政区域内人口 人 62,280

処理区域内人口 人 1,600

水洗化人口 人 1,177

行政区域面積 ha 13,047

処理区域面積 ha 48

普及率 % 2.6

水洗化率 % 73.6

計画値

令和5（2023）
年度末
現状値

供用開始年度
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2-1-2 組織の概要 

 本市の上下水道課は、令和 2(2020)年度に実施した地方公営企業法の全部適用に伴い、令和

3(2021)年 4 月 1 日に水道課と下水道課を統合し、上下水道課となりました。 

また、旧水道お客様センターは旭市浄化センターへ移転し、旭市上下水道お客様センターと名

称を変え、上下水道の手続きがひとつの窓口で行えるようになりました。  

上下水道課は経営業務班と工務班から構成されており、事業別に人員を配置しております。

なお、旭市上下水道お客様センターの業務については民間に委託しています。 

 

図表 2-3 組織体制 

 

図表 2-4 業務分担 

 

 

  

経営業務班 工務班

配置 旭市浄化センター　2階 旭市浄化センター　2階 旭市浄化センター　1階

主な
業務内容

・公営企業会計業務
・指定工事店の指定
・普及促進
・給水申込納付金
・受益者負担金、分担金 等

・水質管理
・量水器
・水道施設、管路の維持管理
・道路上の漏水処理
・給水装置工事の審査、検査
・下水道施設、管渠の維持管理
・宅内排水工事の審査、検査　等

・料金収納業務
・受付窓口業務　等

上下水道課
旭市上下水道お客様センター名称
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2-1-3 使用料の現状 

本市における農業集落排水の使用料金体系は、以下に示すとおりです。使用量に関わらない

定額制を採用しており、世帯あたりの基本料金に世帯人員数による人員割料金を加算した金額

となっております。なお、使用料は 2 地区とも同一であり、供用開始以降、使用料改定は実施

しておりません。 

 

図表 2-5 計算方法 

 
 
※一般家庭用の人員数は、「住民基本台帳」に基づき算定しています。 
※業務用の人員数は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に基づき算定しています。 

 

 条例上の使用料及び実質的な使用料（20㎥当たり、税抜）は以下に示すとおりです。条例

上の使用料とは、一般家庭における 20㎥当たりの使用料を指します。旭市は人数割りの使用

料体系のため、月あたり約 20㎥使用する 3人世帯の使用料を掲載します。また、実質的な使

用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じたものを指します。 

 

図表 2-6 条例上の使用料及び実質的な使用料 

 

 

 

 

  

｛1,700円（基本料金）＋（400円×人数）｝×消費税

年度 条例上 実質的

令和2年度 2,900円 2,280円

令和3年度 2,900円 2,079円

令和4年度 2,900円 2,415円

令和5年度 2,900円 2,481円

1か月20㎥当たり／税抜
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2-1-4 処理区域内人口と普及率の現状 

 令和 5（2023）年度における行政区域内人口は 62,280 人であり、年々減少が進んでいます。

このうち、下水処理が開始されている処理区域に居住する人口である処理区域内人口は、1,600

人となっております。行政区域内人口のうち農業集落排水の処理区域内人口の割合である普及

率は、2.6％となっており、すでに計画面積の整備を終えていることもあり、行政区域内人口の

減少の影響を受け処理区域内人口は減少しており、普及率も低下しています。 

 

図表 2-7 行政区域内人口と処理区域内人口及び普及率の推移 

 

2-1-5 水洗化の現状 

 実際に農業集落排水に接続し使用している人口である水洗化人口は、令和 5 （2023）年度にお

いて 1,177 人となっております。処理区域内人口に対する水洗化人口の割合である水洗化率は、

73.6％となっており、処理区域人口の減少に伴い水洗化率は上昇しています。 

 

図表 2-8 処理区域内人口と水洗化人口及び水洗化率の推移 
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2-1-6 年間有収水量の現状 

 令和 5 （2023）年度における年間有収水量は、127 千㎥であり、年々減少傾向となっています。 

 また、年間有収水量を水洗化人口と１年間の日数で除した一人一日当たりの有収水量は、令

和 5（2023）年度において 296ℓとなっており、減少傾向となっています。 

 

図表 2-9 年間有収水量の推移 

 

図表 2-10 一人一日当たり有収水量の推移 
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2-1-7 整備の現状 

令和 5(2023)年度末における処理区域面積は 48ha であり、全体計画面積の 48ha に対し整備

率は 100.0％となっております。 

 

図表 2-11 処理区域面積と整備率の推移 

 

 

2-1-8 使用料収入の現状 

令和 5 （2023）年度の使用料収入 （税抜）は、16百万円となっており、横ばいの推移とな

っています。 

 

図表 2-12 使用料収入（税抜）の推移 
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2-1-9 繰入金の現状 

 令和 5 （2023）年度の一般会計からの繰入金は 55百万円であり、多額の繰入金を繰入れて事

業運営をしている状況です。また、令和 2(2020)年度より地方公営企業法を適用したため、繰出

の算定基準が変更しました。 

 

図表 2-13 一般会計繰入金の推移 

 

 

2-1-10 企業債残高の現状 

 令和 5 （2023）年度末の企業債残高は 151 百万円となっております。償還が進み、年々減少と

なっております。 

 

図表 2-14 企業債残高の推移 
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2-2．経営指標による評価・分析 

総務省が公表する経営比較分析表の各経営指標について、本事業が地方公営企業法を適用し

た令和 3 （2021）年度から令和 5 （2023）年度の指標を決算の状況から整理しました。あわせて、

類似団体（※1）の平均値と比較して、評価・分析しました。 

※1 農業集落排水における類似団体とは、全国の市町村を対象に「供用開始後年数」を基準に分類し、同じ分類

となった市町村を指します。令和 5 年度において、旭市は供用開始後年数区分「15 年以上」という類型（F2）

に属しています。 

 

図表 2-15 経営指標一覧 
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図表 2-16 経営指標 

 

 

 

【経営の健全性】 

 ・健全経営の基準とされる 100%を上回っていますが、収益が一般会計からの繰入金により

賄われている点には留意が必要です。 

・累積欠損金が生じていないため、累積欠損金比率は 0％となっております。 

 ・流動比率は増加傾向にあり、類似団体平均値と比較しても高い水準です。 

・企業債の償還に要する資金を一般会計で負担しているため、企業債残高対事業規模比率は

0%となっております。 

【経営の効率性】 

 ・経費回収率は約 5割であり、類似団体平均値と同水準程度です。 

・汚水処理原価は類似団体平均値と比べると低い水準です。 

・施設利用率は低下傾向ですが、類似団体平均値より高い水準です。 

・水洗化率は前年度と比べ上昇しましたが、類似団体平均値と比較して低い水準にありま

す。 

 

  

R3 R4 R5

類似団体
平均値

差異

① 経常収支比率 ％ ⇧ 108.55 115.33 124.44 106.35 18.09

② 累積欠損金比率 ％ ⇩ 0.00 0.00 0.00 129.89 ▲ 129.89

③ 流動比率 ％ ⇧ 125.60 138.71 159.74 44.04 115.70

④ 企業債残高対事業規模比率 ％ ⇩ 0.00 0.00 0.00 839.21 ▲ 839.21

⑤ 経費回収率 ％ ⇧ 71.63 46.51 50.39 52.05 ▲ 1.66

⑥ 汚水処理原価 円 ⇩ 145.14 259.59 246.22 301.86 ▲ 55.64

⑦ 施設利用率 ％ ⇧ 58.27 54.63 52.81 46.25 6.56

⑧ 水洗化率 ％ ⇧ 71.73 71.60 73.56 83.96 ▲ 10.40

R5望ま
しい
動き 実績

単位項目

経営の
効率性

経営の
健全性
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2-4．前回計画と実績の比較 

前回策定（令和 4 （2022）年 3月）の経営略」における見込み値と実績の比較は、下記に示す

通りです。一般会計からの繰入金は計画値を上回っており、企業債残高は計画値を下回る結果

となりました。 

 

図表 2-18 実績と前回計画値の比較  

 
 

2-5．農業集落排水事業の課題 

    水洗化率の向上 経費回収率の向上 一般会計繰入金（基準外繰入金）の縮減     

本市の農業集落排水事業は、使用料収入で汚水処理費用を賄うことができておらず、一

般会計繰入金の依存度が高い状況です。独立採算制に則り安定した事業運営を継続してい

くためには、普及の促進及び徹底的な経費の削減を行い、自主財源の確保が急務です。 

そのうえで、将来の世代の負担が過剰にならないよう、事業投資の効率化と平準化を図

りながら、必要な財源（料金、企業債、内部留保資金、一般会計繰入金等）について適切

な水準と構成を考える必要があります。 

また、今後施設の老朽化に伴い改築や更新の費用も増加していきます。改築・更新に備

えた財源を安定的に確保するとともに、特定の時期に更新が集中しないよう最適整備構想

に基づく投資を実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績
前回計画
時見込み

差異

使用料収入 百万円 16 16 0

一般会計からの繰入金 百万円 55 50 5

企業債残高 百万円 151 159 -8

事業 項目 単位

令和5（2023）年度

農業集落排水事業
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第 3章 将来の事業環境の見通し 

3-1．将来人口及び有収水量の見通し 

財源試算の前提条件となる将来人口及び有収水量の見通しについては、下記の将来設定条件

に基づき推計しました。 

 

図表 3-1 将来予測の条件 

項目 将来設定条件 

推計期間 令和 6（2024）年度から令和 56（2074）年度 

行政区域内人口 ・令和 2 年の国勢調査をベースとする数値に、出生率 1.8(2030 年)、移動

ゼロと仮定して予測する 

処理区域内人口 ・行政区域内人口の減少と同程度の人口減少を見込む 

水洗化人口 ・処理区域内人口に水洗化率の予測値（※）を乗じた人数 

※水洗化率の予測値については、前年度の水洗化率に令和 3(2021)年から

令和 5（2023）年の年間伸び率を加算して算出する 

年間有収水量 ・年間有収水量＝水洗化人口×一人当たり有収水量 

・一人当たり処理水量は、令和 5（2023）年度実績値の 

「108.22 ㎥」を固定値として採用する 

 

3-1-1 行政区域内人口と処理区域内人口の見通し 

 行政区域内人口は年々減少し、50 年後の令和 56（2074）年度には約 2.4 万人減少し 38,521

人となる見通しです。処理区域内人口は、今後、新たな整備拡大を予定していないことから、

行政区域内人口と同水準で減少していくことが予想され、令和 56 （2074）年度には約 6百人減

少し 990 人となる見通しです。 

 

図表 3-2 行政区域内人口と処理区域内人口の見通し 

 
※数値の表示は、令和 5（2023）年度は実績値、それ以降は 10 年ごとの予測値を表示しています。 
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3-1-2 水洗化人口と水洗化率の見通し 

 水洗化人口は、水洗化率の上昇を見越しているものの、それ以上に処理区域内人口の減少が

進行するため、令和 56（2074）年度には約 6百人減少し 990 人となる見通しです。 

 

図表 3-3 処理区域内人口と水洗化人口及び水洗化率の見通し 

 

 

※数値の表示は、令和 5（2023）年度は実績値、それ以降は 10 年ごとの予測値を表示しています。 

 

3-1-3 年間有収水量の見通し 

年間有収水量は、水洗化人口の減少に伴い、令和 56（2074）年度には 20 千㎥減少し 107 千

㎥となる見通しです。 

 

図表 3-4 年間有収水量の見通し 

 

※数値の表示は、令和 5（2023）年度は実績値、それ以降は 10 年ごとの予測値を表示しています。 

 

 

 

（千㎥） 
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3-2．施設の見通し 

 本市においては、「旭市農業集落排水処理施設最適整備構想」を策定し、施設及び管渠の改築

投資を計画的に段階的に実施していくこととしています。最適整備構想に基づく令和 7 （2025）

年度から令和 16（2034）年度までの改築計画及び管路更新計画は下記のとおりです。 

耐用年数に合わせて更新を実施した場合、特定の年度に集中して多額の投資が発生すること

が予想されます。そのため、計画的に適正な維持管理による長寿命化や将来の汚水量を見据え

た効率的な投資を行うことにより、施設の安全性の維持と更新費用の抑制および平準化を図る

必要があります。 

図表 3-5 最適整備構想に基づく改築計画及び管路更新計画 

 

 

3-3．組織の見通し 

 経営略」の計画期間においては、現状の組織体制を維持しつつ、引き続き適正な定員管理を

推進します。  
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第 4章 投資・財政計画 

4-1．収支計画策定の条件と考え方 

投資試算と財源試算を均衡させる収支計画策定にあたっては、向こう 50 年先までの更新需要

や実施見込み、必要経費等を整理し所要額の将来予測を行いました。予測においての条件と考

え方を下記に示します。 

なお、総務省「経営略」策定・改定マニュアル」の書式で策定した収支計画は、章末の図表

4-8 に示しています。 

図表 4-1 収支計画策定の条件と考え方 

項 目 将来設定条件 

1.収益的収入  

営業収益 使用料収入 ・使用料単価×年間有収水量 

・使用料単価は、令和 8（2026）年度まで令和 5（2023）年度実績 

「124.07 円」を固定値とする 

・令和 9（2027）年度以降は使用料改定を見込む 

営業外収益 他会計負担金 

他会計補助金 

・ （基準内繰入）繰出基準に基づく試算による 

・ （基準外繰入）支出に対する収入の不足分とする 

長期前受金戻入 ・既取得済資産については戻入予定額とする 

・新規取得資産については特定財源に基づき算出する 

2.収益的支出  

営業費用 人件費 ・令和 5（2023）年度実績額をもとに賃金上昇率を加味して算出する 

修繕費 ・令和 5（2023）年度実績額をもとに物価上昇率を加味して算出する 

備消品費(処理場費) ・令和 3（2021）年度から令和 5（2023）年度までの平均実績値をもとに

物価上昇が見込まれる科目においては、物価上昇率を加味して算出する 

光熱水費(処理場費) ・令和 5（2023）年度実績値をもとに令和 3（2021）年度から令和 5

（2023）年度までの水道、電気、ガスの平均伸び率を加味して算出する 

動力費 ・令和 5（2023）年度実績値をもとに総処理水量の増減割合及び物価上

昇率を加味して算出する 

保険料 ・令和 7（2024）年度下水道賠償責任保険の保険料率改定を加味し、 

令和 6（2024）年度予算値から 7%増額した値とする 

その他諸経費 ・令和 6（2024）年度予算値をもとに物価上昇が見込まれる科目におい

ては、物価上昇率を加味して算出する 

減価償却費 ・現況資産は予定額とする 

・新規取得資産は建設改良費に基づき算出する 

（管渠 50 年、蓋 30 年、マンホールポンプ 15 年、処理施設 50 年） 

営業外費用 支払利息 ・既往債は償還予定額 

・新規債は、以下の条件で算出（元金均等返済）する 

建設改良債  50 年償還 利率 2.00％ 

30 年償還 利率 1.70％ 

15 年償還 利率 1.00％で算出する 

3.資本的収入  

企業債 ・建設改良費の 70％で計画する 

他会計負担金 

他会計補助金 

・（基準内繰入）繰出基準に基づく試算による 

・（基準外繰入）建設改良費、企業債償還金の財源の不足分とする 

受益者負担金 ・令和 6（2024）年度予算値とする 

4.資本的支出  

建設改良費 ・最適整備構想に基づく 

企業債償還金 ・既往債は償還予定額 

・新規債は起債に対し据置期間なし、元金均等返済として算出する 
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4-2．収益的収支の見通し 

4-2-1 使用料収入の見通し 

 経費回収率の目標を、旭市公共下水道事業の目標値に近い 80％とし、同様に 20 年間での達

成を目指すこととしました。令和 9（2027）年度から 5年ごとの使用料改定を行い、令和 24

（2042）年度の改定では、経費回収率が 80％を超えることが見込まれます。使用料収入は、

計画期間の 10年間で約 47 百万円増加する見込みです。 

 使用料体系を変えずに、使用料改定を行った場合の、条例上の使用料（3 人世帯 1か月 20

㎥当たり、税抜）及び実質的な使用料（1か月 20㎥当たり、税抜）は、以下に示すとおりで

す。 

 

図表 4-2 使用料収入の見通し 

 
現状 

令和 9年度 

（2027）～ 

令和 14年度 

（2032）～ 

令和 19年度 

（2037）～ 

令和 24年度 

（2047）～ 

条例上 2,900 円 3,773 円 4,320 円 4,515 円 4,722 円 

実質的 2,481 円 3,228 円 3,697 円 3,863 円 4,041 円 

改定率  30.1％ 14.5％ 4.5％ 4.6％ 

  ※このとおりに使用料改定を決定したものではありません 

 

4-2-2 収益的収入の見通し 

収益的収入としては、下水道使用料収入、他会計補助金及び負担金に加えて、資産の減価償

却費に含まれる補助金等相当額を収益化する長期前受金戻入があります。 

収益的収入は、使用料収入は増加、他会計補助金及び負担金は減少、長期前受金戻入が増加

し、全体として増加する見通しです。 

 

図表 4-3 収益的収入の見通し 
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4-2-3 収益的支出の見通し 

収益的支出としては、職員給与費、動力費・修繕費等の経費、支払利息のほかに、資産の減

価償却費等があります。最適整備構想に基づく改築、更新工事により減価償却費が増加するた

め、全体として増加する見通しです。 

 

図表 4-4 収益的支出の見通し 

 

4-2-4 収益的収支の見通し 

   収支については、不足分を基準外繰入金等で補い、欠損金が発生しないように計画していま

す。 

 

図表 4-5 収益的収支の見通し 
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4-3．資本的収支の見通し 

4-3-1 資本的収入の見通し 

資本的収入としては、建設改良費の財源である企業債のほか、建設改良費及び企業債償還金

の財源として一般会計からの繰入金があります。 

最適整備構想で改築、更新工事が予定されている年度は、建設改良費の増加に比例して企業

債、一般会計からの繰入金が増加します。 

 

図表 4-6 資本的収入の見通し 

 

 

4-3-2 資本的支出の見通し 

資本的支出としては、建設改良費、企業債償還金があります。 

最適整備構想で改築、更新工事が予定されている年度は、建設改良費が増加します。企業債

償還金は工事のため新規債の発行により増加しますが、償還を進め、年々減少となる見通しで

す。 

図表 4-7 資本的支出の見通し 
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4-3-3 資本的収支の見通し 

 最適整備構想で改築、更新工事が予定されている年度は支出額が増加しますが、資金不足額

を企業債、一般会計からの繰入金等で補い、資産更新に備えて、資金残高は増加する見通しで

す。 

 

図表 4-8 資本的収支の見通し 
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4-4．経営の健全性・効率性 

4-4-1 経常収支比率 

経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維

持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

経常収益÷経常費用×100 

計画期間の 10年間は 100%以上を維持する見通しです。ただし、経常収益の内訳として一

般会計からの繰入金が大きな割合を占めていることには留意が必要です。 

 

図表 4-10 経常収支比率の見通し 

 

 

4-4-2 流動比率 

流動比率は、短期的な債務に対する支払い能力を表す指標です。 

流動資産÷流動負債×100 

 計画期間において流動比率は上昇していく見通しです。 

 

図表 4-11 流動比率の見通し 
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4-4-3 経費回収率 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標

です。 

使用料収入÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標

です。当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％

以上であることが必要であり、数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が

使用料以外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び

汚水処理費の削減が必要となります。 

使用料改定による使用料収入の増加により、令和 16 年度には経費回収率は 65.94％まで

改善する見込みです。現行の使用料を維持した場合と比較して、22.53％高い水準です。 

 

図表 4-12 経費回収率の見通し 

 

 

4-4-4 汚水処理原価 

 汚水処理原価は、有収水量 1㎥あたりについて、どれだけ費用がかかっているかを表す指

標です。 

汚水処理費（公費負担分を除く）÷有収水量（㎥） 

 

図表 4-13 汚水処理原価の見通し 
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4-4-5 水洗化率 

水洗化率は、処理区域内で実際に下水道に接続している人口の割合です。 

水洗化人口（人）÷処理区域内人口（人）×100 

農業集落排水への接続向上に向けた取り組みにより、徐々に接続が進行していくため、水

洗化率は緩やかに上昇していく計画です。令和 16 （2034）年には 79.93％まで上昇する見通

しです。 

 

図表 4-14 水洗化率の見通し 

 

 

4-4-6 基準外繰入金 

 基準外繰入金は、使用料改定による使用料収入の増加に反比例して減少する見通しで

す。 

 

図表 4-15 基準外繰入金の見通し 
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4-4-7 今後の目標値 

図表 4-16 今後の目標値 

 

  

実績
類似団体平

均値

経常収支比率 ％ ⇧ 124.44 106.35 111.38 105.61

累積欠損金比率 ％ ⇩ － 129.89 － － 

流動比率 ％ ⇧ 159.74 44.04 221.45 463.55

企業債残高対事業規模比率 ％ ⇩ － 839.21 － － 

経費回収率 ％ ⇧ 50.39 52.05 60.32 65.94

汚水処理原価 円 ⇩ 246.22 301.86 267.62 280.32

水洗化率 ％ ⇧ 73.56 83.96 77.04 79.93

企業債残高 百万円 ⇩ 151 － 178 182

一般会計からの繰入金 百万円 ⇩ 55 － 50 46

基準外繰入金 百万円 ⇩ 35 － 34 31

経営の
健全性

経営の
効率性

その他

項目 単位
望ましい

動き

令和5(2023)年度

令和11
(2029)
年度目標

令和16
(2034)
年度目標
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第 5章 経営基盤強化に向けた基本方針 

5-1. 基本方針 

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生

活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的に実施していま

す。江ヶ崎地区、琴田地区の農業集落排水処理施設は、供用開始後 26 年近く経過し、年々

設備等の故障が増えており、今後大規模な修繕が必要となることが想定されます。こうした

状況を踏まえ、今後も安定した汚水処理機能を維持し、農業集落排水事業を効率的かつ健全

に運営するために、令和元年度に農業集落排水処理施設の最適整備構想を策定しました。今

後は、施設の長寿命化を図ることで、ライフサイクルコストの低減や、施設の機能保全を図

り、必要な財源の確保に努めていきます。 

 

5-2．経営目標および健全化、効率化のための取り組み 

5-2-1 組織及び人材 

職員の資質の向上を図るための各種研修に積極的に参加して、業務の実情に応じた人

材の育成に加え、効率的な経営を行うために最小限の人員で最大の効果を提供すること

を目標に定員適正化に努めます。 

 

●主な取り組み：各種職員研修の実施 

旭市定員管理基本方針に基づく適正な定員管理 

 

5-2-2 民間活用 

水道事業と連携しお客様センター関係業務や運用業務等の複数業務を一括委託し、経費

の削減や業務の効率化、サービス面の充実に努めています。 

今後は他団体での導入事例を参考に、導入時の課題や効果の研究・検討を行います。 

 

●主な取り組み：水道事業と連携した複数業務の一括委託 

一括発注方式や性能発注方式の導入の検討 

        管理・更新一体マネジメント方式の検討 

        PPP/PFI 提案の検討（ウォーターPPP の導入に向けた調査、検討） 
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5-2-3 使用料 

①収納率の向上と滞納額の縮減 

  市民負担の公平性・公正性の見地から裁判所を通じた支払督促等の法的措置を強化し、

収納率の向上と滞納額の縮減に努めます。  

 

●主な取り組み：電話催告、催告書、督促状、訴訟移行予告通知書等による納付促進        

スマホアプリによる決済の種類拡充 

訴訟移行予告通知書を送付しても反応がない場合、裁判所を通じ

た支払督促 

 

②水洗化の促進 

既整備区域において現在未水洗化となっている世帯に対して農業集落排水事業への理解

を促し、水洗化率の向上と使用料の増収に努めます。 

 

●主な取り組み：市の広報紙やホームページ等での情報提供 

        未接続者への戸別訪問等による接続の促進 

 

③使用料適正化の検討 

使用料により回収すべき経費を賄えず、一般会計繰入金により賄う状態が継続する見込み

です。独立採算制に則り安定した事業運営を継続していくためには、定期的な使用料改定の

検討が求められています。 

一般会計繰入金に依存せず中長期的な経営基盤を築くためには、適正な使用料により汚水

処理費を回収する必要があります。そのために、経費回収率の目標を定め、使用料の適正化

に努めます。 

 

●主な取り組み：使用料水準の適正化 

        使用料体系の見直し 
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5-2-4 経費削減 

入札による民間委託の実施や水道事業と連携した複数業務の一括委託により経費の削減

に努めています。また、最適整備構想に基づく的確な設備更新を行い、施設の長寿命化とラ

イフサイクルコストの削減を図っています。 

今後は、省電力設備の導入等を検討し更なる経費削減に努めます。 

 

●主な取り組み：入札による民間委託の実施 

        水道事業と連携した複数業務の一括委託 

        最適整備構想に基づく的確な設備更新 

省電力設備の導入を検討 

 

5-2-5 資金管理・調達 

施設の老朽化に伴い見込まれる多額な更新費用について、平準化を図り、計画的な資

金管理を行います。また、更新に当たっては、老朽化の状況や地域性等を考慮し、投資

の合理化に努めます。 

 

●主な取り組み：更新費用の平準化 

優先的に更新する箇所の精査 

計画的な起債による企業債残高の削減 

 

5-2-6 その他経営基盤強化の取り組み 

  ・広域化・共同化・最適化に関する事項 

千葉県が令和 4 （2022）年度に策定しました「千葉県汚水処理広域化・共同化計画」に

基づき、広域化・共同化について検討を行い、本市として最適な広域化・共同化の形態

についても研究を行います。 

 

・環境保全と資源の活用 

  農業用用排水の水質保全や農村の生活環境の改善、公共用水域の水質保全の寄与に

努めるほか、水処理において発生した汚泥を肥料としてリサイクルする等、資源の活

用も行っています。 

 

・危機管理の体制整備 

   大規模地震等が発生したときに、迅速な復旧活動へ移行できるよう事業継続計画

（BCP)を策定しています。また、総合地震対策計画の策定や管路施設の耐震化について

の検討を行います。 
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5-3．経費回収率の向上に向けたロードマップ 

国土交通省より、「社会資本整備交付金交付要綱の改正について」（令和 2年 3月 31 日

国官会第 29901 号）及び「下水道事業における収支構造適正化に向けた取り組みの推進に

ついての留意事項」(国土交通省事務連絡令和 2年 7月 22 日)が発出されましたので、同

通知に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。 

今後、人口減少に伴う使用料収入の減少並びに管路施設の老朽化及び物価上昇による維

持管理費の増加により、経費回収率の低下が予測されます。適正な経営を維持するため、

経営略」改定のタイミングで少なくとも 5年に 1度、使用料のあり方を検討いたします。 

 

図表 5-1 経費回収率向上に向けたロードマップ 

 

  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 令和15年 令和16年

経営戦略計画期間

経営戦略改定

使用料水準の適正化検討 ●改定 ●改定

収納率の向上と滞納額の縮減

水洗化率の促進

最適整備構想による更新

民間活用や省電力設備導入の検討による

経費の削減

取　組　内　容

改定 改定

検討検討 検討
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5-4．SDGs 達成に向けた施策の推進 

SDGs （※）では、上下水道事業関連として「安全な水とトイレを世界中に」という開発目

標が示されており、上下水道サービスを安定的に提供し衛生的な生活環境を守ることが、世

界共通の課題として位置づけられています。 

本市においては、「旭市総合略」」で SDGs の達成に貢献するための施策を取りまとめてい

ます。本経営略」もまた、SDGs の視点を取り入れた持続可能な取り組みを推進します。 

 

図表 5-1 SDGs17 の目標 

 

 

 ※SDGs…Sustainable Development Goals  （持続可能な開発目標）の」称。平成 27 （2015）

年 9月の国連サミットにおいて採択された国際目標で、「誰一人取り残さない」持続可能で

多様性・包括性のある社会の実現のため、令和 12(2030)年を期限とした 17の目標、169 の

ターゲット、232 の指標が定められています。先進国・発展途上国関係なく、また、自治体

や企業等様々な主体が取り組むべきとされる世界的な目標です。 
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第 6章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

6-1．進捗管理及び見直しの方法 

本経営略」については、PDCA サイクルに基づき、計画の策定（Plan）、事業の実行（Do）、

達成度の評価（Check）、改善（Action）を行い、フォローアップしていきます。このうち達

成度の評価及び改善については、下記に示すように、モニタリング及びローリングにより実

施します。 

 

6-1-1 モニタリング 

投資計画の進捗確認と財政状況（損益、資金残高、企業債残高）の確認を毎年度実施しま

す。モニタリングにおいて計画との大きな乖離が認められた場合には、次に示す計画見直し

（ローリング）を待たずに、計画の全体的な見直しや再検討を実施します。 

 

6-1-2 ローリング 

計画期間の内のおおむね 5年ごとに本経営略」の見直し（ローリング）を行うものとしま

す。 

見直しにあたっては、モニタリングを踏まえて、収支計画の計画値と実績の乖離状況につ

いて検証のうえ、投資計画をはじめ各支出項目を全体的に見直し、その財源確保策等、必要

な改善策を検討します。 

 

図表 6-1 PDCA サイクル 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭市農業集落排水事業経営戦略 

（令和 7年 9 月策定） 

旭市 上下水道課 


